
   

   

 

 

― 白子町農業委員会だより ＮＯ．２１ ― 

 

農業委員及び農地利用最適化推進委員を皆さんに紹介します。 

 

農業人としての「自覚」と「責任」をもって… 

 

白子町五井 片 岡 知 幸 さん （農地利用最適化推進委員） 

 

「うまく言えないけど…なかなか思うようにいかなくても…農業ってなんか面白いんですよ。」  

農業の魅力は？の問いに、片岡さんはこう答えてくれた。五井の代々続く農家で、３２歳の時に就農し、父 

金市さんから農業を学び、今年で１８年目を迎える。 現在、金市さん、母 茂子さんとともに、葉タバコ３００ａ

のほか水稲栽培を取組む。 

子どもの頃から機械いじりが好きで、高校卒業

後、大手自動車ディーラーの整備士として就職。

会社勤めをしながら農業は手伝ってはいたが、後

継者としての責任、また、今までの自分のスキルを

農業分野で活かしてみたいと専業の道を選んだ。 

「でも、自分が思っていた以上に大変だった。相

手が工業製品から農産物に変わり、毎日、試行錯

誤の連続。農業は自由な時間を持てると思ってい

たが、同じくらい、いや、それ以上の責任というも

のを感じた。責任の度合いが全然違いました。」 

と、当時の思い出を語ってくれた。 

作業場を見渡すと、すべての農業機械が十分

にメンテナンスされ、きれいに整頓されてあるのは、整備士資格を持つ片岡さんならでは―。「自動車を含め

て機械をいじっている時が一番癒される。それは仕事というより趣味ですね。」と笑う。 

「農業委員会に参加させてもらって、多くの先輩方と共に町の農業の在り方について勉強できています。

これから先、１０年後・２０年後も安心して農業が続けられるよう、また、次の世代の若い人たちが迷いなく農

業に飛び込んでこられるよう推進委員として頑張っていきたい。」 と照れながら語る言葉に、農業人としての

自覚と責任を果たしている真の姿を感じました。 
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○ 白子町農業委員会 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」 について 

 

農業委員会等に関する法律が改正され、「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の必須事務となりまし

た。農地等の利用の最適化の推進の公正な実施と各現場での農地利用最適化推進委員の活動の整合性を確保

するため、本委員会において、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定め取り組んでいきます。 

 

○白子町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の概要 

１．遊休農地の発生防止・解消について 

（１）遊休農地の解消目標 

指針策定前の実績等を考慮し、令和６年３月に３割減少の ２２．７ｈａ とすることを目標とする。 

 管内の農地面積（A） 遊休農地面積（B） 遊休農地の割合（B/A） 

現  状 

（平成３０年３月） 
1,290ha  33.5ha  2.55％  

３年後の目標 

（令和３年３月） 
1,290ha  28.1ha  2.18％  

目  標 

（令和６年３月） 
1,290ha  22.7ha  1.76％  

（２） 遊休農地の発生防止・解消の推進方法 

・農地の利用状況調査及び利用意向調査等の徹底  ・非農地判断（守るべき農地の明確化） 

 

２．担い手への農地利用の集積・集約化について 

（１）担い手への農地利用集積目標 

千葉県が策定した「千葉県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」に準じ、令和６年３月に白子町の耕

作面積である１，２９０ｈａの５１％ ６５８ｈａ を集積目標とする。 

 管内の農地面積（A） 集積面積（B） 集積率（B/A） 

現  状 

（平成３０年３月） 
1,290ha  363.9ha  28.2％  

３年後の目標 

（令和３年３月） 
1,290ha  516.0ha  40.0％  

目  標 

（令和６年３月） 
1,290ha  658.0ha  51.0％  

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた推進方法 

    ・「人・農地プラン」の作成（見直し）  ・農地中間管理機構との連携  ・農地の利用調整と利用権設定 

 

３．新規参入の促進について 

（１）新規参入の促進目標 

 「白子町農業経営基盤強化の促進に関する基本構想」に準じ、令和６年３月に新規参入者数 ３４人・４法人 

を目標とする。  

 
新規参入者数（個人） 

（新規参入者経営面積） 

新規参入者数（法人） 

（新規参入者経営面積） 

現  状 

（平成３０年３月） 

 4人 

（ 3.4ha） 

0法人 

（ - ha） 

３年後の目標 

（令和３年３月） 

19人 

（16.2ha） 

2法人 

（4.0ha） 

目  標 

（令和６年３月） 

34人 

（29.0ha） 

4法人 

（8.0ha） 

 （２）新規参入の促進に向けた推進方法 

   ・町産業課及び関係機関との連携強化（新規参入者の把握）・農地中間管理機構を活用した企業参入の推進 

   ・農業委員会によるフォローアップ体制の整備 
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